
茨城県吹奏楽連盟規約 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本連盟は茨城県吹奏楽連盟（IBARAKI-KEN BAND ASSOCIATION）という。 

（事務所） 

第２条 本連盟は事務所を，茨城県取手市山王 1000 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校・高等学校内に

置く。 

（組織）  

第３条 本連盟は一般社団法人全日本吹奏楽連盟，東関東吹奏楽連盟（一般社団法人全日本吹奏楽連盟

東関東支部）に所属する。 

２．本連盟はその目的を達成するために，県東，県南，県西，県北，中央の５地区をもって組織する。 

 

第２章 目的および事業 

（目的） 

第４条 本連盟は吹奏楽（コンサートバンド，マーチングバンド等）の普及と発展を通して，広く県民

文化の向上と青少年の健全な育成を目指すとともに，他県および諸外国との文化交流に寄与することを

目的とする。 

（事業） 

第５条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 演奏会，コンクール，マーチングフェスティバル，アンサンブルコンテストの開催 

(2) 講習会・研究会等の開催 

(3) 指導者の育成 

(4) 機関誌「吹連いばらき」の刊行 

(5) その他目的達成に必要な事業 

 

第３章 会員とその資格 

（会員と資格） 

第６条 本連盟は次の会員をもって構成する。 

(1) 団体会員 茨城県内の小学校及び小学生による団体，中学校，高等学校，大学，職場一般における

非職業の吹奏楽団。代表者１名は，代議員・理事等への被選任資格を有する 

(2) 個人会員 本連盟の功労のあった者および学識経験者で，理事会の推薦により総会で承認された者。

理事等への被選任資格を有する 

(3) 賛助会員 本連盟の目的に賛同する個人または団体。代議員・理事等への被選任資格を持たない 

（加盟と加盟金） 

第７条 本連盟に加盟するものは，加盟申込書とともに次の加盟金を納入する。 

(1) 団体会員 5,000円 

(2) 個人会員 前条に該当する個人会員は加盟金を免ずる 

(3) 賛助会員 年会費のみとし，加盟金は免ずる 

２．加盟の窓口は各地区事務局とする。 

３．年会費については別に定める。 



（退会） 

第８条 会員が退会しようとするときは，理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。 

（除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するときは，理事会に諮り，理事長がこれを除名することができる。 

(1) 本連盟の名誉を傷つけまたは本連盟の目的に違反する行為のあったとき 

(2) 年会費を１年以上滞納したとき 

 

第４章 役員および事務局職員 

（役員） 

第 10条 本連盟に次の役員を置く。 

(1) 理事長   １名 

(2) 副理事長  若干名 

(3) 地区長   ５名 

(4) 事務局長  １名 

(5) 事務局次長 ２名以内 

(6) 常任理事  22名以内 

(7) 理 事   45名以内（理事長・副理事長・地区長・事務局長・事務局次長を含む） 

(8) 監 事   ３名 

（役員の選出および選任） 

第 11条 本連盟の役員の選出は次のとおりとする。 

(1) 理事長は前年度の理事会において選出し，総会で承認を受ける 

(2) 副理事長および事務局長・事務局次長は理事長が指名し総会で承認を受ける 

(3) 地区長は各地区で選出する 

(4) 常任理事は理事長，副理事長，地区長，事務局長，各事業部長および各地区事務局長とする 

(5) 理事は各地区から選出し，総会で承認を受ける 

(6) 理事長は必要と認める場合，学識経験者（６名以内）を理事に委嘱することができる 

(7) 本連盟から東関東吹奏楽連盟事務局長が選出された場合，第 10 条の定めにかかわらずその任期中

は常任理事を委嘱することができる 

(8) 監事は総会において選任する 

（役員の任務） 

第 12条 本連盟の役員の任務は次のとおりとする。 

(1) 理事長は本連盟を代表して会務を統轄する 

(2) 副理事長は運営担当，事業担当として理事長を補佐し，理事長事故あるときは職務を代行する 

(3) 地区長は各地区を代表して会務を統轄する 

(4) 事務局長は事務局を代表し，会計管理，文書管理，事務作業を監督する 

(5) 事務局次長は事務局長を補佐し，事務局長事故あるときは職務を代行する 

(6) 常任理事は常任理事会を組織し，理事会の議に基づく審議を行う 

(7) 理事は理事会を組織し，本連盟総会の権限にかかわる事項以外の事項を議決する 

(8) 監事は事業の運営ならびに会計を監査する 

（役員の任期） 

第 13条 役員の任期は２年とし，再任を妨げない。 



２．補欠または増員により就任した役員の任期は，前任者または現任者の残任期間とする。 

（事務局） 

第 14条 本連盟の事務および会計を処理するため，事務局を設けて次の職員を置き，理事長がこれを

任免する。 

事務局長 １名 事務局次長 ２名以内 主事 若干名 

２. 各地区理事のうち１名を事務局兼務理事とする。 

３. 主事は有給とすることができる。 

４. 主事は連盟の諸会議に出席することができる。 

 

第５章 名誉役員，顧問，参与 

（名誉役員） 

第 15条 本連盟に名誉役員として名誉会長，会長，副会長を置くことができる。 

２．名誉役員は理事会において推挙し理事長が委嘱する。 

３．任期については別に定める。 

（顧問，参与） 

第 16条 本連盟に顧問，参与を置くことができる。 

２．顧問，参与は理事会において推挙し理事長が委嘱する。 

３．任期については別に定める。 

 

第６章 会議 

（会議の種類） 

第 17条 本連盟の会議は，総会，理事会，常任理事会，理事長・副理事長会，地区長会，事務局会と

する。 

（総会の構成） 

第 18条 総会は代議員および理事をもって構成し，毎年１回，会計年度終了後２ヶ月以内に理事長が

招集する。 

(1) 代議員は団体から選出する。代議員の選出および数は別に定める 

(2) 理事は代議員を兼ねない 

（臨時総会） 

第19条 会員総数の２分の１以上の要求あるときには，理事長は臨時総会を招集しなければならない。 

２．理事長は必要と認めたときに臨時総会を招集することができる。 

（会議の招集） 

第 20条 理事会，常任理事会，理事長・副理事長会，地区長会，事務局会は，必要に応じて理事長が

招集する。 

（会議の議長） 

第 21条 会議の議長は次のとおりとする。 

(1) 総会の議長は各地区の代表が交替で務める 

(2) 理事会，常任理事会，理事長・副理事長会の議長は副理事長が務める 

(3) 地区長会の議長は互選とする 

(4) 事務局会の議長は事務局長が務める  

 



（会議の定足数） 

第 22条 総会，理事会および常任理事会は，その構成員の２分の１以上の出席で成立する。 

２．委任状によりあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。 

（会議の議決） 

第 23条 総会の議決は代議員が行い，出席している代議員の過半数，その他の会議の議決は出席者の

過半数の賛成とし，賛否同数の場合は議長が決する。 

（総会の議決事項） 

第 24条 総会は次の事項を議決する。 

(1) 事業報告および収支決算に関する事項 

(2) 事業計画および収支予算に関する事項 

(3) 規約の変更に関する事項 

(4) 理事長，副理事長，理事，事務局長，事務局次長の承認および監事の選任 

(5) その他本連盟の目的達成のために必要な事項 

（理事会の議決事項） 

第 25条 理事会は総会につぐ議決機関とし，次の事項を審議し議決する。 

(1) 総会に関する事項 

(2) 名誉役員，顧問，参与の推挙に関する事項 

(3) 理事長の選出に関する事項 

(4) 規約の施行に必要な事項 

(5) 諸文化団体との連絡に関する事項 

(6) その他必要な事項 

（常任理事会の審議事項） 

第 26条 常任理事会は次の事項を審議する。 

(1) 理事会から付議された事項 

(2) 事業の企画運営に関する事項 

(3) 会計の運用に関する事項 

(4) その他必要な事項 

２．理事長は必要に応じて担当理事を出席させることができる。 

（理事長・副理事長会の審議事項） 

第 27条 理事長・副理事長会は次の事項を審議する。 

(1) 各部会と部の連携および調整に関する事項 

(2) 東関東吹奏楽連盟および外部諸機関・団体との連絡調整に関する事項 

(3) その他必要な事項 

２．理事長は必要に応じて地区長・事務局長・担当部長・担当理事を出席させることができる。 

（地区長会の審議事項） 

第 28条 地区長会は次の事項を審議する。 

(1) 県および地区の相互連携に関する事項 

(2) その他必要な事項 

 

 

 



第７章 専門部 

（部会・部・委員会） 

第 29条 本連盟は２部会７部を設ける。 

(1) 運営部会―総務部，財務部 

(2) 事業部会―審査部，コンクール事業部，アンサンブルコンテスト事業部，マーチング事業部，大学

職場一般事業部 

２．部会及び部の事業を推進するために統括をおくことができる。 

３．統括及び各部の担当として副理事長をおき，理事長が指名する。 

４．各部の部長は原則理事の中から理事長が指名する。 

５．各部の構成員は原則理事の中から部長が委嘱し，理事会に報告する。 

６．各部の事業を推進するために必要な委員会を各部内で設置することができる。 

７．委員会の代表(委員長)は部長が委嘱し，その構成員は原則部内の構成員から委員長が委嘱，理事会

に報告する。 

 

第８章 地区 

（報告義務） 

第 30 条 本規約第３条の２項に定める各地区は次の事項について，総会までに理事長に報告しなけれ

ばならない。 

(1) 事務局所在地 

(2) 役員組織と役員名簿 

(3) 前年度事業報告および収支決算書 

(4) 事業計画および収支予算書 

 

第９章 会計 

（経費の支弁） 

第 31条 本連盟の経費は，会費・加盟金・事業収入・補助金・寄付金・その他の収入をもってこれに

あてる。 

（年会費） 

第 32条 本連盟の年会費は次のとおりとし，毎年年次総会までに納入しなければならない。 

(1) 団体会員 

① 小学校及び小学生による団体  11,000円 

② 中学校            15,000円 

③ 高等学校           17,000円 

④ 大学，職場一般        18,000円 

(2) 個人会員 

 本規約第７条の２項に該当する個人会員は年会費を免ずる 

(3) 賛助会員   １口 10,000円以上 

（会計年度） 

第 33条 本連盟の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終わるものとする。 

 

 



第 10章 付則 

（細則） 

第 34条 本規約の施行に必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。 

（規約の変更） 

第 35条 本規約の変更は，総会の過半数の賛同を必要とする。 

（施行） 

第 36条 この規約は，平成 10年４月 25日から施行する。 

施  行 平成 10年４月 25日 

一部改正 平成 19年４月 28日 

一部改正 平成 21年４月 29日 

一部改正 平成 24年２月 ４日 

一部改正 平成 26年４月 29日 

一部改正 平成 28年４月 29日 

一部改正 平成 29年４月 29日 

一部改正 平成 30年４月 29日 

一部改正 平成 31年４月 29日 

一部改正 令和 ２年４月 29日 

 


